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全国納税貯蓄組合連合会・国税庁

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

中学生の 税 についての作文
世田谷
区長賞

世田谷
区長賞

　「悪夢のような事態、100億円目前」、テレビのニュース
で、世田谷区長がこう発言しているのが耳に入り、私はテレ
ビに注目した。私は世田谷区に住んでいるので、区が100億
近くも減収という報道に驚き、内容をしっかりと知ろうと、
インターネットで検索をしてみた。
　ふるさと納税は、納税という言葉が付いているが、実際に
は自治体への寄付の事であり、故郷やゆかりのある地域な
ど、自分が住んでいないが応援したいと思う自治体に寄付を
すると寄付額から2000円を引いた分が住民税などから差し
引かれる仕組みだとある。寄付した自治体からは、返礼品と
して特産物などが送られてくるため人気が出て、2022年度
の寄付総額は9654億円で、3年連続で過去最高を更新した
という。
　昨年度の区外から世田谷区へ寄せられた寄付額は約2億円
だったが、今年度の流出額は99億まで膨張するとのこと
だ。
　区役所が発信している情報を見ると、税収が十分無い中
でも福祉分野の公共サービスを止めるわけにはいかないの
で、何を削っていくのかと考えると、建物の修繕や建て替え
に影響が出るだろうと書かれていた。世田谷区では1960年
代から1970年代の高度経済成長期に建てられた学校など、
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ふるさと納税を考える
公共施設の建て替えを順次進めているが、それが予定通り
に進められない事も発生してくるとみられている。
　私が卒業した小学校や、今通っている中学校は、数年前に
建て替えられたが、近所には校舎が古いままの学校もある。
そのうち、私たちの生活に支障が出るような、水道や道路、
福祉や教育などの公共サービスにも影響が出てくるのでは
ないかと心配になる。
　私の家ではどうしているのか気になり、両親に聞いてみ
た。私の家ではふるさと納税はしていないが、「肉や米など
の返礼品は非常に魅力的で、やってみたい」と言っていた。
しかし母は、世田谷区に住む会社の同僚が、「ふるさと納税
はしない。区の財政に影響が出て、将来福祉などにお金がま
わらなくなり住みにくくなったら困るから」と話しているの
を聞き、わざわざ納税先を変更しようとは思わない、とのこ
とだった。
　私もインターネットで各自治体の返礼品を見てみた。美味
しい米や特産牛などふだん食べられないような高級食品の
カタログを見ると、正直、ふるさと納税をしたいと思った。
しかし、税金の役割である、私たちが安心して暮らすための
公共サービスの維持を考えると、ふるさと納税の在り方に疑
問を感じる。
　より良い税の仕組みや公平な負担を実現していくには、み
んなが税金について興味持って知ろうとしていくのが大切で
はないだろうか。

　私は、今年の夏休みに部活の合宿で長野県小県郡青木村
に行った。青木村には鉄道がなく上田駅からバスに乗った。
しかし、そのバスは町の中心部にあるバスターミナルまでの
運行で、その先の山の中にある集落や温泉に向かうバスはそ
のバスターミナルの時刻表には書かれていなかった。ただ、
そのバス停の横にはもう一つバス停があった。青木村が運行
しているバスの停留所だった。
　そのバス停には定期運行のバスが数本書かれている他、
予約制のデマンドバスというものが書かれている。合宿が終
わったあと、家に帰って調べてみると、「青木村は少子高齢
化の影響で人口減少が急速に進んでいるのに加えて、急斜
面が多く、以前のコミュニティーバスでは町全域をサポート
することができなかった。しかし、平成20年から予約式のデ
マンドバスの運行を始めて、町全域をカバーできるように
なった」と、書かれていた。
　さらに調べてみると、「高校生は親による学校への送迎が
多くこれが家庭への負担となっている。なので高校生の利用
促進へ向けて中学校に説明会を開いたり、村内在住の高校生
は回数券や定期券の値段を一律で半額にしている。」などと
いったことが書かれていて、利用者増加への具体的な取り組
みがあると分かった。これは自治体が取り組んでいる事業な
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新しい時代の地域密着交通と税金
ので税金が使われている。村民が村に納めた税金が高校生
のバス半額といった形式で使われているのだ。また、国から
の補助金も使われているので、東京に住んでる我々も無関係
ではない。これからの人口減少、高齢化社会では過疎地域の
地域交通を維持していくには今までのバス会社だけでやって
いくのはかなり厳しくなると思う。なので、税金を投入して
バス路線を廃止から防いだり、今までの交通形態を見直すべ
きだと感じた。
　令和2年度から青木村のバスは日中は完全予約制のフルデ
マンドの形態に変わった。これにより、10分単位で運行時間
を決めることができ、乗車する場所と下車する場所もほぼフ
リーとなった。これは利用者のニーズに合わせて便利に使え
るようになったのに加え、乗る人がいない日はバス運行をし
なくなるので、現在高騰しているガソリン代を抑えることが
でき、節税にもなるのだ。そして、この方式を始めて2年。
フルデマンドバスの利用客は運行開始年と比べて2.5倍に
なった。フルデマンドバス以外の利用客もコロナ禍以前より
も増加している。
　近年では、増税が多くなっているが、地域の振興として税
金が使われていることを知って改めて税金の大切さを知るこ
とができた。これからの時代は少子化か過疎化が進んでいく
ので、それへの対策として国や自治体が主体となって税金を
投入していくことが大切だと感じた。
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全国納税貯蓄組合連合会・国税庁

このガイドブックに掲載されている受賞者の学校名・学年は、令和5年度のものです。

中学生の 税 についての作文
世田谷
区長賞

世田谷
区長賞

　「悪夢のような事態、100億円目前」、テレビのニュース
で、世田谷区長がこう発言しているのが耳に入り、私はテレ
ビに注目した。私は世田谷区に住んでいるので、区が100億
近くも減収という報道に驚き、内容をしっかりと知ろうと、
インターネットで検索をしてみた。
　ふるさと納税は、納税という言葉が付いているが、実際に
は自治体への寄付の事であり、故郷やゆかりのある地域な
ど、自分が住んでいないが応援したいと思う自治体に寄付を
すると寄付額から2000円を引いた分が住民税などから差し
引かれる仕組みだとある。寄付した自治体からは、返礼品と
して特産物などが送られてくるため人気が出て、2022年度
の寄付総額は9654億円で、3年連続で過去最高を更新した
という。
　昨年度の区外から世田谷区へ寄せられた寄付額は約2億円
だったが、今年度の流出額は99億まで膨張するとのこと
だ。
　区役所が発信している情報を見ると、税収が十分無い中
でも福祉分野の公共サービスを止めるわけにはいかないの
で、何を削っていくのかと考えると、建物の修繕や建て替え
に影響が出るだろうと書かれていた。世田谷区では1960年
代から1970年代の高度経済成長期に建てられた学校など、

世田谷中学校　3年 鳥山　真知　さん

ふるさと納税を考える
公共施設の建て替えを順次進めているが、それが予定通り
に進められない事も発生してくるとみられている。
　私が卒業した小学校や、今通っている中学校は、数年前に
建て替えられたが、近所には校舎が古いままの学校もある。
そのうち、私たちの生活に支障が出るような、水道や道路、
福祉や教育などの公共サービスにも影響が出てくるのでは
ないかと心配になる。
　私の家ではどうしているのか気になり、両親に聞いてみ
た。私の家ではふるさと納税はしていないが、「肉や米など
の返礼品は非常に魅力的で、やってみたい」と言っていた。
しかし母は、世田谷区に住む会社の同僚が、「ふるさと納税
はしない。区の財政に影響が出て、将来福祉などにお金がま
わらなくなり住みにくくなったら困るから」と話しているの
を聞き、わざわざ納税先を変更しようとは思わない、とのこ
とだった。
　私もインターネットで各自治体の返礼品を見てみた。美味
しい米や特産牛などふだん食べられないような高級食品の
カタログを見ると、正直、ふるさと納税をしたいと思った。
しかし、税金の役割である、私たちが安心して暮らすための
公共サービスの維持を考えると、ふるさと納税の在り方に疑
問を感じる。
　より良い税の仕組みや公平な負担を実現していくには、み
んなが税金について興味持って知ろうとしていくのが大切で
はないだろうか。

　私は、今年の夏休みに部活の合宿で長野県小県郡青木村
に行った。青木村には鉄道がなく上田駅からバスに乗った。
しかし、そのバスは町の中心部にあるバスターミナルまでの
運行で、その先の山の中にある集落や温泉に向かうバスはそ
のバスターミナルの時刻表には書かれていなかった。ただ、
そのバス停の横にはもう一つバス停があった。青木村が運行
しているバスの停留所だった。
　そのバス停には定期運行のバスが数本書かれている他、
予約制のデマンドバスというものが書かれている。合宿が終
わったあと、家に帰って調べてみると、「青木村は少子高齢
化の影響で人口減少が急速に進んでいるのに加えて、急斜
面が多く、以前のコミュニティーバスでは町全域をサポート
することができなかった。しかし、平成20年から予約式のデ
マンドバスの運行を始めて、町全域をカバーできるように
なった」と、書かれていた。
　さらに調べてみると、「高校生は親による学校への送迎が
多くこれが家庭への負担となっている。なので高校生の利用
促進へ向けて中学校に説明会を開いたり、村内在住の高校生
は回数券や定期券の値段を一律で半額にしている。」などと
いったことが書かれていて、利用者増加への具体的な取り組
みがあると分かった。これは自治体が取り組んでいる事業な

東京都市大学付属中学校　3年 風間　渉　さん

新しい時代の地域密着交通と税金
ので税金が使われている。村民が村に納めた税金が高校生
のバス半額といった形式で使われているのだ。また、国から
の補助金も使われているので、東京に住んでる我々も無関係
ではない。これからの人口減少、高齢化社会では過疎地域の
地域交通を維持していくには今までのバス会社だけでやって
いくのはかなり厳しくなると思う。なので、税金を投入して
バス路線を廃止から防いだり、今までの交通形態を見直すべ
きだと感じた。
　令和2年度から青木村のバスは日中は完全予約制のフルデ
マンドの形態に変わった。これにより、10分単位で運行時間
を決めることができ、乗車する場所と下車する場所もほぼフ
リーとなった。これは利用者のニーズに合わせて便利に使え
るようになったのに加え、乗る人がいない日はバス運行をし
なくなるので、現在高騰しているガソリン代を抑えることが
でき、節税にもなるのだ。そして、この方式を始めて2年。
フルデマンドバスの利用客は運行開始年と比べて2.5倍に
なった。フルデマンドバス以外の利用客もコロナ禍以前より
も増加している。
　近年では、増税が多くなっているが、地域の振興として税
金が使われていることを知って改めて税金の大切さを知るこ
とができた。これからの時代は少子化か過疎化が進んでいく
ので、それへの対策として国や自治体が主体となって税金を
投入していくことが大切だと感じた。
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